
○ 未成年者飲酒禁止法による検挙人員等の推移 

 平成９年 平成 10 年 平成 11 年 平成 12 年 平成 13 年 平成 14 年 平成 15 年 

未成年者飲酒禁止法 
（酒類の販売・供与） 

79 55 67 82 159 133 170 

風営適正化法 
（飲食店における酒類・たばこの提供） 

332 300 356 201 224 233 164 

少年の飲酒による補導人員 30,061 28,286 34,343 30,546 30,577 33,407 36,291 

（警察庁調べ） 
 

○ 飲酒により補導された不良行為少年の推移（年齢別） 
年            齢            別 年齢別 

 
年 

総 数 
８歳以下 ９歳 10 歳 11 歳 12 歳 13 歳 14 歳 15 歳 16 歳 17 歳 18 歳 19 歳 

平成9年 30,061 0 0 3 3 33 372 1,162 3,532 7,616 9,310 6,093 1,937 

平成10年 28,286 0 0 1 4 34 357 1,240 3,285 7,154 8,186 5,912 2,113 

平成11年 34,343 0 0 0 4 64 470 1,435 4,482 8,830 9,812 6,640 2,606 

平成12年 30,546 0 0 0 4 53 395 1,319 4,056 7,707 8,823 6,034 2,155 

平成13年 30,577 0 1 0 1 53 443 1,411 4,063 7,673 8,812 6,060 2,060 

平成14年 33,407 0 0 0 5 53 499 1,581 4,332 8,378 9,262 6,802 2,495 

平成15年 36,291 0 0 1 10 82 490 1,638 4,722 8,590 10,281 7,355 3,122 

（警察庁調べ） 


